





南風原町公用車売却公募要領






















南風原町役場　教育総務課



１　物品の概要等
（１）数量及び概要

業務用車両２台

本件車両は車検切れであり、現状有姿で引き渡すものとする。車両の状態、性能及び品質について町は保証しない。また、公表資料と現況が相違する場合は現況を優先するものとする。


	No
	車　名
	初度登録年月日
	備　考

	１
	キャンター
	平成１３年７月
	登録抹消済

	２
	キャンター
	平成２３年８月
	車検切れ




物品の写真及び車検証・登録識別情報等通知書については、別途資料のとおり
（２）最低売却価格
最低売却価格：１７０，０００円（２台分）


２　入札に参加できない方
　次の方は、入札に参加することはできません。
（１）未成年　
（２）被成年後見人
（３）被保佐人
（４）被破産者で複権を得ない者
（５）個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という）に該当すると認められる方。法人にあっては役員等（法人の役員又はその視点若しくは営業所等を代表する者をいう）が暴力団員に認められる方。

３　入札物品公開

　令和８年7月23日（木）　14時～16時

南風原町字宮城２４８番地　学校給食共同調理場　敷地内において展示する
応募を検討される方は、可能な限り現車確認を行うこと。

なお、展示車両は車検切れであり、自走できない状態であり、車両の状態、損傷、錆、故障箇所その他の状況については、応募者自身の責任において確認すること。

車両は現状有姿での引渡しとなるため、公表資料と現況が相違する場合は現況を優先する。

車両確認を行わず応募した場合であっても、応募者は車両の状態及び本要領の内容を十分理解し了承したものとみなす。

４　入札参加申込
　入札参加希望者は、以下のとおり入札参加申込みをしてください。

（１）提出期限：令和８年８月14日（金）１６時までに（２）の書類を提出すること
【必着】（直接持参又は郵便）※直接持参は平日９時～１６時

（２）次に掲げる書類に必要事項を記入し、印鑑登録されている印鑑を押印のうえ、提出すること。また、提出書類は、入札参加申込み日の３ヶ月以内に発行されたものとする。

①入札参加申込書
②誓約書
③印鑑証明書（原本）
④入札保証金関係書類
（１）入札保証金を納付する者（納付書発行依頼書）
（２）入札保証金免除を受ける者（納付免除申請書）
⑤添付書類

ア　法人の場合
法人の商業登記簿謄本（全部事項証明書）（原本）
役員名簿（代表者及び役員全員）
イ　個人の場合
身分証明書（原本）

（３）参加資格の確認通知
資格結果は、郵送等により通知します。

５　入札保証金
　入札参加者は、入札開始の前までに入札保証金を納付しなければ、入札に参加することができない。入札保証金は、見積もる契約額の１００分の５以上（消費税込み）の金額を納付すること。

（１）入札保証金を納付する場合

ア　提出期限：令和８年8月28日（金）
イ　提出書類：入札保証金領収書
ウ　納付方法
　　入札保証金は、町が発行した納付書を使用し、納付すること。

（２）入札保証金の免除を受ける場合
　　入札保証金の免除を受けようとするときは、下記のいずれかを証する書面を提出しなければならない。
　　１）保険会社との間に南風原町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証明書を提出する場合➜入札保証保険証
　２）過去２年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上誠実に履行しており、かつ契約締結をしないおそれがないと認められるとき。➜様式は任意で写し可（原本証明必要）　

ア　提出期限：令和８年8月28日（金）
イ　提出書類：入札保証保険証（原本）等

（３）入札保証金の還付
入札保証金は、開札後に還付する。ただし、契約の相手方として決定された者の入札保証金は売買代金の一部に充当することができる。


６　受付期間及び場所

本実施要領を十分確認の上、受付期間内に入札書（入札保証金を納付した領収書添付）を封筒に入れ、持参又は郵送により提出すること。
（１）受付期間
令和８年8月31日（月）～令和８年9月4日（金）15時【必着】
　（土日・祝日は除く。）
（２）提出場所
〒９０１－１１０２　　沖縄県島尻郡南風原町字宮城２４８番地
南風原町教育会　教育総務課　学校給食共同調理場
（３）提出方法
　　　入札書は封筒に封入し、封筒表面に「配送車売却入札書在中」と記入の上、提出すること。
郵送による提出の場合は、受付期間内必着とする。
（４）留意事項
提出された入札書は、受付後に書き換え、差し替え又は撤回することはできない。
入札書の提出は１者につき１通とする。
受付期間を過ぎて到着した入札書は無効とする。


７　契約の相手方の決定について

開札は　令和８年9月4日（金）1６時　から、非公開で行う。

有効な入札書を提出した者のうち、最低売却価格以上で最高価格を提示した者を契約の相手方として決定する。

有効な入札書が提出が１者のみであっても、その入札金額が最低売却価格以上である場合は契約の相手方として決定する。

有効な入札申込書を提出した者のうち、最低売却価格以上で最高価格のものをもって落札者と決定し、落札者には電話にて通知します。なお、落札となる同価格の入札者が２者以上ある場合は、当該契約事務に関係のない南風原町職員にくじを引かせ落札者を決定します。

最低売却価格以上の入札書がない場合は、契約の相手方を決定しない。
契約の相手方として決定した者に対し、その旨を通知する


８　契約の締結

契約の相手方として決定された者は、令和８年9月14日（月）までに南風原町と売買契約を締結しなければならない。

正当な理由なく期限までに契約を締結しない場合は、契約の相手方としての決定を取り消すことがある。

契約金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。

売買契約書の作成に要する費用その他契約締結に必要な費用は、契約の相手方負担とすることとする。


９　売買代金の納付

（１）契約の相手方は、南風原町が発行する納入通知書により、令和８年9月18日（金）までに売買代金を納付しなければならない。

（２）売買代金の納付に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

（３）契約の相手方が指定する期限までに売買代金を納付しない場合は、南風原町は売買契約を解除することができる。

（４）売買代金の納付後に車両を引き渡すものとする。


１０　契約締結後の確認

（１）南風原町は、売買代金の納付を確認した後、車両を現状有姿のまま引き渡すものとする。

（２）車両の引渡し場所は、南風原町字宮城２４８番地　学校給食共同調理場敷地内とする。

（３）車両の搬出は買受人の責任において行うものとし、引渡し後10日以内に搬出するものとする。

（４）車両搬出に要するレッカー台、搭載車費用その他一切の費用は買受人の負担とする。

（５）車両は現状有姿での引渡しとし、公表資料と現況が相違する場合は現況を優先する。

（６）車両の引渡し後に発生した故障、修理費用、事故、損害その他一切の事項について、南風原町は責任を負わない。

（７）買受人は、車体に表示された「南風原町」、「学校給食共同調理場」その他町を特定できる表示を消去し、消去後の写真を引き渡し後20日以内に提出しなければならない。

（８）南風原町は、本件車両について契約不適合責任を負わない。


１１　名義変更

[bookmark: _GoBack]（１）買受人は、売買代金の納付確認後、車両の状態及び利用目的に応じて必要な登録手続き等を引き渡し後20日以内に行うものとする。

（２）登録手続き等に要する費用その他一切の費用は、買受人の負担とする。

（３）登録手続き等完了後に生ずる公租公課その他一切の費用は、買受人の負担とする。




お問い合わせ先
南風原町役場　教育総務課　学校給食共同調理場
TEL　098-889-3691
